
埼玉県 

＜報道発表資料＞ 

1/2 

 

 

 

埼玉県スポーツ推進審議会委員の公募について 
 

        

 埼玉県では、本県のスポーツ行政に広く県民の皆様の意見を反映させるため、埼玉

県スポーツ推進審議会の委員を募集します。 

 同審議会は、埼玉県におけるスポーツ推進計画の策定など、スポーツの推進に関す

る重要事項を調査、審議するために設置しています。 

 

● 募集の概要 

１ 応募条件・資格 

 （１）埼玉県に在住又は在勤・在学し、令和３年４月１日現在で満１８歳以上 

   の方。ただし、埼玉県職員及び埼玉県職員であった者（退職後２年以内の者に

限る）は除きます。 

 （２）平日の昼間の会議（年３回程度）に出席できる方 

 

２ 任期 

  令和３年１０月１日から令和５年９月３０日まで（２年間） 

 

３ 募集人数 

  ２名 

 

４ 報酬等 

   審議会に出席した場合は、県の規定に基づき報酬及び交通費をお支払いしま

す。 

 

令和３年６月２９日 

県民生活部   スポーツ振興課        
企画・生涯スポーツ担当 町田 

直通 048-830-6959 
内線 6952 

E-mail: a6940-03@pref.saitama.lg.jp 
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５ 応募方法 

  下記の書類を電子メール、郵送、または持参にて提出してください。 

（１）作文（８００字以内。Ａ４判用紙横書き） 

   テーマ「スポーツ実施率の低い『働き盛り世代』や『子育て世代』のスポ    

       ーツ実施率をあげるにはどうすればよいか」 

（２）応募様式（所定の様式があります） 

   応募様式は、埼玉県ホームページからダウンロードできます。     

   https://www.pref.saitama.lg.jp/a0312/shingikaibosyu2021.html          

   また、スポーツ振興課、各地域振興センター、スポーツ総合センターにて

配布します。 

  ※メールで提出の場合、（１）（２）を PDFまたはワードファイルで提出 

 

６ 応募期間 

  令和３年７月１日（木）～令和３年７月２１日（水）必着 

 

７ 選考方法 

  第一次選考（作文・書類選考）及び第二次選考（面接）を実施し、委員を選

考します。ただし、第二次選考は、第一次選考を通過された方についてのみ実

施します。最終的な選考の結果については、９月中旬までに本人あてに文書で

通知します。 

 

８ その他 

  提出書類は返却いたしません。なお、提出書類の個人情報については委員の

選考以外には使用いたしません。 

 

９ 応募・問合せ先 

  埼玉県庁県民生活部スポーツ振興課 企画・生涯スポーツ担当 

  〒３３０－９３０１ さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

  電話：０４８－８３０－６９５９ 

  電子メール：a6940-03@pref.saitama.lg.jp 


